
平成30年度地方公務員の懲戒処分者数等に関する調査結果(抄)

○ 平成30年度中に懲戒処分を受けた職員数は 4,181人
（対前年度比 ＋ 310人）

○ 主な行為別の処分者数
・「一般服務違反等関係」 1,782人（ 対前年度比 ＋155人 ）

(不適正な業務処理、勤務態度不良、非違行為等)

・「交通事故・交通法規違反」 966人（ 同 ＋ 19人 ）
(飲酒運転等)

・「公務外非行関係」 758人（ 同 ＋ 33人 ）
(金銭関係の非行、傷害・暴行等)

・「監督責任」 464人（ 同 ＋ 46人 ）

○ 種類別の処分者数
・「免職」 532人 （ 対前年度比 ＋ 56人 ）
・「停職」 848人 （ 同 ＋ 57人 ）
・「減給」 1,315人 （ 同 ＋ 83人 ）
・「戒告」 1,486人 （ 同 ＋114人 ）

１．懲戒処分者数の状況

○ 平成30年度中に分限処分を受けた職員数は 25,615人
（対前年度比 ＋ 632人）

○ 主な事由別の処分者数
・「心身の故障の場合」 25,162人 （対前年度比＋589人）

○ 種類別の処分者数
・「免職」 248人 （ 対前年度比 ＋ 41人 ）
・「降任」 105人 （ 同 ＋ 14人 ）
・「休職」 25,256人 （ 同 ＋575人 ）

うち心身の故障の場合による休職 25,093人（対前年度比 ＋591人）

・「降給」 6人 （ 同 ＋ 2人 ）

２．分限処分者数の状況
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公表用（概要の後ろ）

		

		（参考） 懲戒処分者数及び分限処分者数の推移 サンコウチョウカイショブンシャスウオヨブンゲンショブンシャスウスイイ

		【懲戒処分者数】 チョウカイショブンシャスウ										（単位：人） タンイニン

		年度 ネンド		免　　職 メンショク		停　　職 テイショク		減　　給 ゲンキュウ		戒　　告 カイコク		合　　計 ゴウケイ

		30		532		848		1,315		1,486		4,181

		29		476		791		1,232		1,372		3,871

		28		501		858		1,276		1,583		4,218

		27		481		805		1,330		1,632		4,248

		26		465		885		1,392		1,670		4,412

		25		484		978		1,422		1,847		4,731

		24		510		947		1,541		1,764		4,762

		23		547		841		1,426		1,800		4,614

		22		539		885		1,542		1,952		4,918

		21		515		761		1,880		2,827		5,983

		【分限処分者数】 ブンゲンショブンシャスウ										（単位：人） タンイニン

		年度 ネンド		降　　任 コウニン		免　　職 メンショク		休　　職 キュウショク		降　　給 コウキュウ		合　　計 ゴウケイ

		30		105		248		25,256		6		25,615

		29		91		207		24,681		4		24,983

		28		95		125		24,110		6		24,336

		27		102		181		24,048		3		24,334

		26		127		272		24,022		1		24,422

		25		107		417		23,688		1		24,213

		24		110		939		24,136		0		25,185

		23		322		544		24,320		1		25,187

		22		134		440		24,111		1		24,686

		21		165		971		23,841		1		24,978

		（注）　  同一年度中に同一の者が複数回にわたって休職処分に付された場合、その者を１人として計上している。 チュウドウイツネンドナカドウイツモノフクスウカイキュウショクショブンフバアイシャ
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公表用（概要の後ろ）
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５（１）　懲戒処分者数推移（S35～）
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５（２）懲戒処分者数の推移（行為別）
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５（３）分限処分者数推移（S35～）
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５（４）分限処分者数推移（行為別）

				懲戒処分者数及び分限処分者数の推移 チョウカイショブンシャスウオヨブンゲンショブンシャスウスイイ																																				1		125492		40				1		20,326		19

																																								1		125492		40				2		7,591		18

				（１）懲戒処分者数の推移（調査開始年度以降） チョウカイショブンシャスウスイイイコウ												（単位：人）																								2		82149		32				3		6,283		14

				年度 ネンド		免　　職 メンショク		停　　職 テイショク		減　　給 ゲンキュウ				戒　　告 カイコク		合　　計 ゴウケイ																								3		73479		43				6		6,008		16

				平成30 ヘイセイ		532		848		1,315				1,486		4,181		(46)		【9】

				29		476		791		1,232				1,372		3,871		(49)		【10】

				28		501		858		1,276				1,583		4,218		(44)		【8】

				27		481		805		1,330				1,632		4,248		(43)		【7】

				26		465		885		1,392				1,670		4,412		(42)		【6】

				25		484		978		1,422				1,847		4,731		(38)		【4】

				24		510		947		1,541				1,764		4,762		(37)		【3】

				23		547		841		1,426				1,800		4,614		(39)		【5】

				22		539		885		1,542				1,952		4,918		(36)		【2】

				21		515		761		1,880				2,827		5,983		(30)		【1】

				20		565		907		1,933				2,251		5,656		(33)																						4		71782		35				7		5,992		11

				19		581		2,509		2,028				15,208		20,326		(16)																						5		60433		28				8		5,846		17

				18		629		1,070		2,571				3,321		7,591		(21)																						6		56355		26				9		5,834		12

				17		477		1,020		1,840				2,509		5,846		(31)																						7		55684		36				10		5,609		20

				16		441		948		2,166				2,453		6,008		(28)																						8		53100		33

				15		492		1,042		2,153				2,595		6,282		(25)																						9		52684		31

				14		468		1,092		2,163				2,560		6,283		(24)																						10		51934		34

				13		359		963		2,247				2,622		6,191		(27)																						11		47851		41

				12		394		864		2,205				2,371		5,834		(32)																						12		47569		27

				11		346		793		1,688				3,165		5,992		(29)																						13		35841		25

				10		258		708		1,801				1,686		4,453		(41)																						14		33502		38

				9		237		634		1,798				2,687		5,356		(34)																						15		30823		42

				8		198		612		1,897				1,903		4,610		(40)																						16		20326		2

				7		176		597		1,391				1,915		4,079		(47)																						17		16728		29

				6		188		567		1,344				1,231		3,330		(53)																						18		14226		30

				5		157		511		1,295				1,186		3,149		(56)																						19		13546		24

				4		198		530		1,220				1,148		3,096		(57)																						20		9094		37

				3		155		484		1,096				1,096		2,831		(59)																						21		7591		3

				2		126		538		1,194				1,348		3,206		(54)																						22		6713		44

				1		150		525		1,309				1,214		3,198		(55)																						23		6454		39

				昭和63 ショウワ		166		609		1,390				1,475		3,640		(52)																						24		6283		7

				62		206		602		1,598				1,438		3,844		(51)																						25		6282		6

				61		192		658		1,674				1,528		4,052		(48)																						26		6242		48

				60		253		661		1,798				10,834		13,546		(19)				違法な職員組合活動によるもの免職0人、停職104人、減給216人、戒告9,051人。 イホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		27		6191		8

				59		272		747		1,835				32,987		35,841		(13)				違法な職員組合活動によるもの免職0人、停職165人、減給398人、戒告31,406人。 イホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		28		6008		5

				58		199		826		1,983				53,347		56,355		(6)				違法な職員組合活動によるもの免職0人、停職225人、減給457人、戒告51,728人。 イホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		29		5992		10

				57		251		723		2,205				44,390		47,569		(12)				違法な職員組合活動によるもの免職0人、停職107人、減給391人、戒告42,733人。 イホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		30		5846		4

				56		264		968		2,151				57,050		60,433		(5)				違法な職員組合活動によるもの免職3人、停職280人、減給536人、戒告55,467人。 イホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		31		5834		9

				55		239		867		2,303				13,319		16,728		(17)				違法な職員組合活動によるもの免職6人、停職239人、減給610人、戒告11,545人。 イホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		32		5656		1

				54		217		667		1,767				11,575		14,226		(18)				違法な職員組合活動によるもの免職0人、停職93人、減給270人、戒告9,850人。 イホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		33		5356		12

				53		281		733		2,376				49,294		52,684		(9)				違法な職員組合活動によるもの免職0人、停職145人、減給607人、戒告47,587人。 イホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		34		4952		45

				52		211		941		2,863				78,134		82,149		(2)				違法な職員組合活動によるもの免職1人、停職204人、減給822人、戒告76,225人。 イホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		35		4610		13

				51		249		956		2,960				48,935		53,100		(8)				違法な職員組合活動によるもの免職3人、停職306人、減給985人、戒告47,110人。 イホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		36		4453		11

				50		193		866		3,064				47,811		51,934		(10)				違法な職員組合活動によるもの免職0人、停職183人、減給771人、戒告45,912人。 イホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		37		4217		46

				49		199		852		3,407				67,324		71,782		(4)				違法な職員組合活動によるもの免職3人、停職294人、減給1,359人、戒告65,530人。 イホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		38		4079		14

				48		230		886		3,258				51,310		55,684		(7)				違法な職員組合活動によるもの免職0人、停職377人、減給993人、戒告49,415人。 イホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		39		4052		23

				47		259		676		2,645				5,514		9,094		(20)																						40		3859		47

				46		242		651		20,209				12,400		33,502		(14)				違法な職員組合活動によるもの免職3人、停職98人、減給17,918人、戒告10,277人。 イホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		41		3844		22

				45		268		937		2,298				2,951		6,454		(23)																						42		3640		21

				44		303		1,207		43,063				80,919		125,492		(1)				１１．１３スト等の争議行為。違法な職員組合活動によるもの免職2人、停職669人、減給40,439人、戒告78,331人。 ナドソウギコウイイホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		43		3330		15

				43		370		1,105		16,333				30,043		47,851		(11)				１０．８スト等の争議行為。違法な職員組合活動によるもの免職34人、停職579人、減給13,449人、戒告27,327人。 ナドソウギコウイイホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		44		3206		19

				42		285		669		8,525				21,344		30,823		(15)				違法な職員組合活動によるもの免職5人、停職328人、減給5694人、戒告19,107人。 イホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		45		3198		20

				41		283		1,063		3,620				68,513		73,479		(3)				１０．２１スト等の争議行為。違法な職員組合活動によるもの免職50人、停職737人、減給931人、戒告65,376人。 ナドソウギコウイイホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		46		3149		16

				40		287		408		2,935				3,083		6,713		(22)																						47		3096		17

				39		214		236		2,412				2,090		4,952		(35)																						48		3041		49

				38		164		196		2,157				1,700		4,217		(45)																						49		2831		18

				37		161		253		1,864				1,581		3,859		(50)

				36		148		398		2,291				3,405		6,242		(26)

				35		151		245		1,388				1,257		3,041		(58)

				（注１）　２以上の事由により懲戒処分に付された場合は、主たる事由により計上している。 チュウイジョウジユウチョウカイショブンフバアイシュジユウケイジョウ																																								50

				（注２）　（　）数字は調査開始時から現在までの順位、【 】数字は直近１０年の順位（いずれも人数が多い順）。 チュウスウジチョウサカイシジゲンザイジュンイスウジチョッキンネンジュンイニンズウオオジュン

																																																1		20,326		19

				（３）分限処分者数の推移（調査開始年度～） ブンゲンショブンシャスウスイイ																																												3		6,283		14

																（単位：人） タンイニン

				年度 ネンド		降　　任 コウニン		免　　職 メンショク		休職 キュウショク		（延数） ノスウ		降　　給 コウキュウ		合　　計 ゴウケイ

				平成22 ヘイセイ		134		355		24,103		52,850		1		24,593		(2)		②

				21		165		971		23,841		52,453		1		24,978		(1)		①

				20		149		830		23,572		50,820		0		24,551		(3)		③

				19		175		224		22,287		46,897		0		22,686		(4)		④

				18		380		543		20,923		42,450		0		21,846		(6)		⑤

				17		173		172		18,560		37,631		1		18,906		(11)		⑦

				16		143		237		16,532		32,891		0		16,912		(16)		⑧

				15		136		136		15,926		31,247		2		16,200		(18)		⑨

				14		119		444		15,001		29,162		1		15,565		(19)		⑩

				13		102		129		21,549		35,507		1		21,781		(7)		⑥

				12		249		201		21,667		34,808		0		22,117		(5)

				11		178		207		20,469		32,071		1		20,855		(8)

				10		115		543		19,965		31,066		0		20,623		(9)

				9		83		94		19,549		30,344		0		19,726		(10)

				8		81		121		18,437		28,773		0		18,639		(12)

				7		70		246		16,939		26,727		0		17,255		(13)

				6		65		102		16,897		26,557		0		17,064		(14)

				5		66		100		16,866		26,816		0		17,032		(15)

				4		67		280		16,346		26,495		0		16,693		(17)

				3		45		112		14,972		25,357		0		15,129		(20)

				2		49		118		14,677		24,548		1		14,845		(21)

				1		55		94		14,274		24,440		1		14,424		(23)

				昭和63 ショウワ		73		100		14,324		24,172		0		14,497		(22)

				62		78		79		13,168		23,014		0		13,325		(24)

				61		79		299		12,384		22,098		1		12,763		(25)

				60		78		108		11,728		22,020		1		11,915		(26)

				59		85		133		11,574		23,064		0		11,792		(27)

				58		89		145		－		20,858		3		21,095

				57		76		152		－		20,948		6		21,182

				56		79		137		－		20,475		6		20,697

				55		78		117		－		20,463		6		20,664

				54		82		115		－		20,467		2		20,666

				53		72		130		－		19,463		5		19,670

				52		91		114		－		19,805		3		20,013

				51		101		88		－		19,094		2		19,285

				50		145		135		－		19,406		0		19,686

				49		68		81		－		18,097		4		18,250

				48		52		85		－		17,731		1		17,869

				47		54		311		－		16,608		2		16,975

				46		63		253		－		16,257		0		16,573

				45		53		241		－		15,688		1		15,983

				44		96		238		－		15,480		0		15,814

				43		185		194		－		15,035		1		15,415

				42		89		558		－		14,904		12		15,563

				41		60		155		－		12,951		3		13,169

				40		104		215		－		12,361		2		12,682

				39		117		167		－		11,701		3		11,988

				38		116		169		－		10,559		1		10,845

				37		120		189		－		10,070		3		10,382

				36		121		203		－		6,966		5		7,295

				35		144		212		－		7,173		9		7,538

				（注）　実休職者数については、昭和５９年度から調査。昭和５８年度以前の合計については、延数で計算。 チュウジツキュウショクシャスウショウワネンドチョウサ

				（注）　（　）数字は昭和５９年度から現在までの順位、○数字は直近１０年の順位 チュウスウジショウワネンドゲンザイジュンイスウジチョッキンネンジュンイ

				（注）１　同一年度中に同一の者が複数回にわたって休職処分に付された場合、その数を チュウドウイツネンドナカドウイツモノフクスウカイキュウショクショブンフバアイカズ

				　　　  　重複して計上している。 チョウフクケイジョウ

				　　　２　２以上の事由により分限処分に付された場合は、主たる事由により計上している。 イジョウジユウブンゲンショブンフバアイシュジユウケイジョウ





総括推移（添付なし）

		

		（２）懲戒処分者数の推移（行為別内訳）（直近１０年） チョウカイショブンシャスウスイイコウイベツウチワケチョッキンネン

		【給与・任用関係（受験採用の際の虚偽行為等）】 キュウヨニンヨウカンケイジュケンサイヨウサイキョギコウイトウ										（単位：人） タンイニン

		年度 ネンド		免　　職 メンショク		停　　職 テイショク		減　　給 ゲンキュウ		戒　　告 カイコク		合　　計 ゴウケイ

		30		6		18		33		19		76		(2)

		29		7		10		34		8		59		(6)

		28		2		33		50		13		98		(1)

		27		3		13		30		14		60		(4)

		26		6		24		22		16		68		(3)

		25		4		19		23		12		58		(7)

		24		3		15		26		16		60		(4)

		23		1		10		21		16		48		(8)

		22		1		15		23		3		42		(10)

		21		5		13		13		15		46		(9)

		【一般服務関係（勤務態度不良、職務命令違反等）】 イッパンフクムカンケイキンムタイドフリョウショクムメイレイイハンナド										（単位：人） タンイニン

		年度 ネンド		免　　職 メンショク		停　　職 テイショク		減　　給 ゲンキュウ		戒　　告 カイコク		合　　計 ゴウケイ

		30		138		289		689		666		1,782		(5)

		29		107		318		614		588		1,627		(10)

		28		135		304		618		648		1,705		(7)

		27		110		280		661		642		1,693		(8)

		26		113		329		689		629		1,760		(6)

		25		106		403		723		809		2,041		(2)

		24		100		375		728		762		1,965		(3)

		23		92		294		599		691		1,676		(9)

		22		88		298		721		761		1,868		(4)

		21		96		298		940		880		2,214		(1)

		【一般服務関係（違法な職員組合活動）】 イッパンフクムカンケイイホウショクインクミアイカツドウ										（単位：人） タンイニン

		年度 ネンド		免　　職 メンショク		停　　職 テイショク		減　　給 ゲンキュウ		戒　　告 カイコク		合　　計 ゴウケイ

		30		0		3		5		21		29		(4)

		29		0		0		0		4		4		(8)

		28		0		0		1		0		1		(9)

		27		0		3		0		5		8		(6)

		26		0		8		0		25		33		(3)

		25		0		7		0		1		8		(6)

		24		0		10		0		32		42		(2)

		23		0		0		0		0		0		(10)

		22		0		4		2		11		17		(5)

		21		0		4		160		12		176		(1)

		【公務外非行関係（傷害・暴行、金銭関係の非行等】 コウムガイヒコウカンケイショウガイボウコウキンセンカンケイヒコウナド										（単位：人） タンイニン

		年度 ネンド		免　　職 メンショク		停　　職 テイショク		減　　給 ゲンキュウ		戒　　告 カイコク		合　　計 ゴウケイ

		30		210		309		188		51		758		(6)

		29		205		283		170		67		725		(8)

		28		183		313		172		55		723		(9)

		27		180		317		207		94		798		(4)

		26		177		329		185		67		758		(6)

		25		198		354		240		107		899		(2)

		24		210		360		257		82		909		(1)

		23		217		334		176		70		797		(5)

		22		251		325		184		95		855		(3)

		21		217		237		162		63		679		(10)

		【収賄等関係（収賄、横領等）】 シュウワイナドカンケイシュウワイオウリョウナド										（単位：人） タンイニン

		年度 ネンド		免　　職 メンショク		停　　職 テイショク		減　　給 ゲンキュウ		戒　　告 カイコク		合　　計 ゴウケイ

		30		83		16		3		4		106		(6)

		29		67		11		13		0		91		(10)

		28		87		15		7		22		131		(2)

		27		78		12		3		11		104		(7)

		26		77		22		12		3		114		(5)

		25		79		15		2		0		96		(8)

		24		74		13		6		1		94		(9)

		23		111		11		38		7		167		(1)

		22		100		21		6		2		129		(3)

		21		98		16		3		1		118		(4)

		【交通事故・交通法規違反】 コウツウジココウツウホウキイハン										（単位：人） タンイニン

		年度 ネンド		免　　職 メンショク		停　　職 テイショク		減　　給 ゲンキュウ		戒　　告 カイコク		合　　計 ゴウケイ

		30		95		210		207		454		966		(9)

		29		90		169		229		459		947		(10)

		28		94		193		214		507		1,008		(8)

		27		110		178		228		542		1,058		(5)

		26		92		169		223		568		1,052		(6)

		25		97		175		213		537		1,022		(7)

		24		123		169		256		531		1,079		(4)

		23		126		184		255		582		1,147		(3)

		22		99		214		292		697		1,302		(1)

		21		99		189		277		698		1,263		(2)

		【監督責任】 カントクセキニン										（単位：人） タンイニン

		年度 ネンド		免　　職 メンショク		停　　職 テイショク		減　　給 ゲンキュウ		戒　　告 カイコク		合　　計 ゴウケイ

		30		0		3		190		271		464		(9)

		29		0		0		172		246		418		(10)

		28		0		0		214		338		552		(7)

		27		0		2		201		324		527		(8)

		26		0		4		261		362		627		(4)

		25		0		5		221		381		607		(6)

		24		0		5		268		340		613		(5)

		23		0		8		337		434		779		(2)

		22		0		8		314		383		705		(3)

		21		0		4		325		1,158		1,487		(1)

		※合計チェック ゴウケイ										（単位：人） タンイニン

		年度 ネンド		免　　職 メンショク		停　　職 テイショク		減　　給 ゲンキュウ		戒　　告 カイコク		合　　計 ゴウケイ

		30		532		848		1,315		1,486		4,181

		29		476		791		1,232		1,372		3,871

		28		501		858		1,276		1,583		4,218

		27		481		805		1,330		1,632		4,248

		26		465		885		1,392		1,670		4,412

		25		484		978		1,422		1,847		4,731

		24		510		947		1,541		1,764		4,762

		23		547		841		1,426		1,800		4,614

		22		539		885		1,542		1,952		4,918

		21		515		761		1,880		2,827		5,983





		５．懲戒処分者数及び分限処分者数の推移 チョウカイショブンシャスウオヨブンゲンショブンシャスウスイイ																																				1		125492		40				1		20,326		19

																																						1		125492		40				2		7,591		18

		（１）懲戒処分者数の推移（調査開始年度～） チョウカイショブンシャスウスイイ																																				2		82149		32				3		6,283		14

																																						2		82149		32				4		6,282		15

														（単位：人） タンイニン																								3		73479		43				5		6,191		13

		年度 ネンド		免　　職 メンショク		停　　職 テイショク		減　　給 ゲンキュウ				戒　　告 カイコク		合　　計 ゴウケイ																								3		73479		43				6		6,008		16

		平成22		537		884		1,540				1,940		4,901		(36)		⑩

		21		515		761		1,880				2,827		5,983		(30)		⑦

		20		565		907		1,933				2,251		5,656		(33)		⑨																				4		71782		35				7		5,992		11

		19		581		2,509		2,028				15,208		20,326		(16)		①																				5		60433		28				8		5,846		17

		18		629		1,070		2,571				3,321		7,591		(21)		②																				6		56355		26				9		5,834		12

		17		477		1,020		1,840				2,509		5,846		(31)		⑧																				7		55684		36				10		5,609		20

		16		441		948		2,166				2,453		6,008		(28)		⑥																				8		53100		33

		15		492		1,042		2,153				2,595		6,282		(25)		④																				9		52684		31

		14		468		1,092		2,163				2,560		6,283		(24)		③																				10		51934		34

		13		359		963		2,247				2,622		6,191		(27)		⑤																				11		47851		41

		12		394		864		2,205				2,371		5,834		(32)																						12		47569		27

		11		346		793		1,688				3,165		5,992		(29)																						13		35841		25

		10		258		708		1,801				1,686		4,453		(38)																						14		33502		38

		9		237		634		1,798				2,687		5,356		(34)																						15		30823		42

		8		198		612		1,897				1,903		4,610		(37)																						16		20326		2

		7		176		597		1,391				1,915		4,079		(40)																						17		16728		29

		6		188		567		1,344				1,231		3,330		(45)																						18		14226		30

		5		157		511		1,295				1,186		3,149		(48)																						19		13546		24

		4		198		530		1,220				1,148		3,096		(49)																						20		9094		37

		3		155		484		1,096				1,096		2,831		(51)																						21		7591		3

		2		126		538		1,194				1,348		3,206		(46)																						22		6713		44

		1		150		525		1,309				1,214		3,198		(47)																						23		6454		39

		昭和63 ショウワ		166		609		1,390				1,475		3,640		(44)																						24		6283		7

		62		206		602		1,598				1,438		3,844		(43)																						25		6282		6

		61		192		658		1,674				1,528		4,052		(41)																						26		6242		48

		60		253		661		1,798				10,834		13,546		(19)				違法な職員組合活動によるもの免職0人、停職104人、減給216人、戒告9,051人。 イホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		27		6191		8

		59		272		747		1,835				32,987		35,841		(13)				違法な職員組合活動によるもの免職0人、停職165人、減給398人、戒告31,406人。 イホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		28		6008		5

		58		199		826		1,983				53,347		56,355		(6)				違法な職員組合活動によるもの免職0人、停職225人、減給457人、戒告51,728人。 イホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		29		5992		10

		57		251		723		2,205				44,390		47,569		(12)				違法な職員組合活動によるもの免職0人、停職107人、減給391人、戒告42,733人。 イホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		30		5846		4

		56		264		968		2,151				57,050		60,433		(5)				違法な職員組合活動によるもの免職3人、停職280人、減給536人、戒告55,467人。 イホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		31		5834		9

		55		239		867		2,303				13,319		16,728		(17)				違法な職員組合活動によるもの免職6人、停職239人、減給610人、戒告11,545人。 イホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		32		5656		1

		54		217		667		1,767				11,575		14,226		(18)				違法な職員組合活動によるもの免職0人、停職93人、減給270人、戒告9,850人。 イホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		33		5356		12

		53		281		733		2,376				49,294		52,684		(9)				違法な職員組合活動によるもの免職0人、停職145人、減給607人、戒告47,587人。 イホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		34		4952		45

		52		211		941		2,863				78,134		82,149		(2)				違法な職員組合活動によるもの免職1人、停職204人、減給822人、戒告76,225人。 イホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		35		4610		13

		51		249		956		2,960				48,935		53,100		(8)				違法な職員組合活動によるもの免職3人、停職306人、減給985人、戒告47,110人。 イホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		36		4453		11

		50		193		866		3,064				47,811		51,934		(10)				違法な職員組合活動によるもの免職0人、停職183人、減給771人、戒告45,912人。 イホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		37		4217		46

		49		199		852		3,407				67,324		71,782		(4)				違法な職員組合活動によるもの免職3人、停職294人、減給1,359人、戒告65,530人。 イホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		38		4079		14

		48		230		886		3,258				51,310		55,684		(7)				違法な職員組合活動によるもの免職0人、停職377人、減給993人、戒告49,415人。 イホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		39		4052		23

		47		259		676		2,645				5,514		9,094		(20)																						40		3859		47

		46		242		651		20,209				12,400		33,502		(14)				違法な職員組合活動によるもの免職3人、停職98人、減給17,918人、戒告10,277人。 イホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		41		3844		22

		45		268		937		2,298				2,951		6,454		(23)																						42		3640		21

		44		303		1,207		43,063				80,919		125,492		(1)				１１．１３スト等の争議行為。違法な職員組合活動によるもの免職2人、停職669人、減給40,439人、戒告78,331人。 ナドソウギコウイイホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		43		3330		15

		43		370		1,105		16,333				30,043		47,851		(11)				１０．８スト等の争議行為。違法な職員組合活動によるもの免職34人、停職579人、減給13,449人、戒告27,327人。 ナドソウギコウイイホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		44		3206		19

		42		285		669		8,525				21,344		30,823		(15)				違法な職員組合活動によるもの免職5人、停職328人、減給5694人、戒告19,107人。 イホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		45		3198		20

		41		283		1,063		3,620				68,513		73,479		(3)				１０．２１スト等の争議行為。違法な職員組合活動によるもの免職50人、停職737人、減給931人、戒告65,376人。 ナドソウギコウイイホウショクインクミアイカツドウメンショクニンテイショクニンゲンキュウニンカイコクニン																		46		3149		16

		40		287		408		2,935				3,083		6,713		(22)																						47		3096		17

		39		214		236		2,412				2,090		4,952		(34)																						48		3041		49

		38		164		196		2,157				1,700		4,217		(39)																						49		2831		18

		37		161		253		1,864				1,581		3,859		(42)

		36		148		398		2,291				3,405		6,242		(26)

		35		151		245		1,388				1,257		3,041		(50)

		（注）　２以上の事由により懲戒処分に付された場合は、主たる事由により計上している。 チュウイジョウジユウチョウカイショブンフバアイシュジユウケイジョウ																																								50

		（注）　（　）数字は調査開始時から現在までの順位、○数字は直近１０年の順位 チュウスウジチョウサカイシジゲンザイジュンイスウジチョッキンネンジュンイ

																																														1		20,326		19

		（３）分限処分者数の推移（調査開始年度以降） ブンゲンショブンシャスウスイイイコウ												（単位：人）																																3		6,283		14

		年度 ネンド		降　　任 コウニン		免　　職 メンショク		休　　職 キュウショク				降　　給 コウキュウ		合　　計 ゴウケイ

								実休職者数 ジツキュウショクシャスウ		延数 ノスウ

		平成30 ヘイセイ		105		248		25,256		57,754		6		25,615		(1)		【1】

		29		91		207		24,681		56,622		4		24,983		(4)		【4】

		28		95		125		24,110		54,278		6		24,336		(9)		【9】

		27		102		181		24,048		53,702		3		24,334		(10)		【10】

		26		127		272		24,022		52,925		1		24,422		(8)		【8】

		25		107		417		23,688		52,131		1		24,213		(11)		【11】

		24		110		939		24,136		52,785		0		25,185		(3)		【3】

		23		322		544		24,320		52,905		1		25,187		(2)		【2】

		22		134		440		24,111		52,874		1		24,686		(6)		【6】

		21		165		971		23,841		52,453		1		24,978		(5)		【5】

		20		149		830		23,572		50,820		0		24,551		(7)

		19		175		224		22,287		46,897		0		22,686		(12)

		18		380		543		20,923		42,450		0		21,846		(14)

		17		173		172		18,560		37,631		1		18,906		(19)

		16		143		237		16,532		32,891		0		16,912		(24)

		15		136		136		15,926		31,247		2		16,200		(26)

		14		119		444		15,001		29,162		1		15,565		(27)

		13		102		129		21,549		35,507		1		21,781		(15)

		12		249		201		21,667		34,808		0		22,117		(13)

		11		178		207		20,469		32,071		1		20,855		(16)

		10		115		543		19,965		31,066		0		20,623		(17)

		9		83		94		19,549		30,344		0		19,726		(18)

		8		81		121		18,437		28,773		0		18,639		(20)

		7		70		246		16,939		26,727		0		17,255		(21)

		6		65		102		16,897		26,557		0		17,064		(22)

		5		66		100		16,866		26,816		0		17,032		(23)

		4		67		280		16,346		26,495		0		16,693		(25)

		3		45		112		14,972		25,357		0		15,129		(28)

		2		49		118		14,677		24,548		1		14,845		(29)

		1		55		94		14,274		24,440		1		14,424		(31)

		昭和63 ショウワ		73		100		14,324		24,172		0		14,497		(30)

		62		78		79		13,168		23,014		0		13,325		(32)

		61		79		299		12,384		22,098		1		12,763		(33)

		60		78		108		11,728		22,020		1		11,915		(34)

		59		85		133		11,574		23,064		0		11,792		(35)

		58		89		145		－		20,858		3		21,095

		57		76		152		－		20,948		6		21,182

		56		79		137		－		20,475		6		20,697

		55		78		117		－		20,463		6		20,664

		54		82		115		－		20,467		2		20,666

		53		72		130		－		19,463		5		19,670

		52		91		114		－		19,805		3		20,013

		51		101		88		－		19,094		2		19,285

		50		145		135		－		19,406		0		19,686

		49		68		81		－		18,097		4		18,250

		48		52		85		－		17,731		1		17,869

		47		54		311		－		16,608		2		16,975

		46		63		253		－		16,257		0		16,573

		45		53		241		－		15,688		1		15,983

		44		96		238		－		15,480		0		15,814

		43		185		194		－		15,035		1		15,415

		42		89		558		－		14,904		12		15,563

		41		60		155		－		12,951		3		13,169

		40		104		215		－		12,361		2		12,682

		39		117		167		－		11,701		3		11,988

		38		116		169		－		10,559		1		10,845

		37		120		189		－		10,070		3		10,382

		36		121		203		－		6,966		5		7,295

		35		144		212		－		7,173		9		7,538

		（注１）　実休職者数は、昭和５９年度から調査している。昭和５８年度以前の合計は、延数で計算している。 チュウジツキュウショクシャスウショウワネンドチョウサ

		（注２）　実休職者数は、同一年度中に同一の者が複数回にわたって休職処分に付された場合、その者を１人として計上している。 チュウジツキュウショクシャスウドウイツネンドナカドウイツモノフクスウカイキュウショクショブンフバアイモノニンケイジョウ

		（注３）　（　）数字は昭和５９年度から現在までの順位、【 】数字は直近１０年の順位（いずれも人数が多い順）。 チュウスウジショウワネンドゲンザイジュンイスウジチョッキンネンジュンイニンズウオオジュン

		（注４）　２以上の事由により分限処分に付された場合は、主たる事由により計上している。 チュウイジョウジユウブンゲンショブンフバアイシュジユウケイジョウ





		

		（４）分限処分者数の推移（処分事由別内訳）（直近１０年） チョッキン

		【勤務実績が良くない場合】 キンムジッセキヨバアイ										（単位：人） タンイニン

		年度 ネンド		降　　任 コウニン		免　　職 メンショク		休　　職 キュウショク		降　　給 コウキュウ		合　　計 ゴウケイ

		30		18		17		－		－		35		(8)

		29		15		16		－		－		31		(9)

		28		17		14		－		－		31		(9)

		27		21		24		－		－		45		(6)

		26		23		21		－		－		44		(7)

		25		17		30		－		－		47		(4)

		24		22		27		－		－		49		(3)

		23		17		29		－		－		46		(5)

		22		25		26		－		－		51		(2)

		21		39		20		－		－		59		(1)

		【心身の故障の場合】 シンシンコショウバアイ										（単位：人） タンイニン

		年度 ネンド		降　　任 コウニン		免　　職 メンショク		休　　職 キュウショク		降　　給 コウキュウ		合　　計 ゴウケイ

		30		40		29		25,093		－		25,162		(1)

		29		39		32		24,502		－		24,573		(2)

		28		26		24		23,908		－		23,958		(5)

		27		37		18		23,854		－		23,909		(6)

		26		41		28		23,806		－		23,875		(7)

		25		40		29		23,462		－		23,531		(10)

		24		35		27		23,900		－		23,962		(4)

		23		54		23		24,052		－		24,129		(3)

		22		44		26		23,803		－		23,873		(8)

		21		76		29		23,510		－		23,615		(9)

		【職に必要な適格性を欠く場合】 ショクヒツヨウテキカクセイカバアイ										（単位：人） タンイニン

		年度 ネンド		降　　任 コウニン		免　　職 メンショク		休　　職 キュウショク		降　　給 コウキュウ		合　　計 ゴウケイ

		30		46		21		－		－		67		(9)

		29		37		21		－		－		58		(10)

		28		52		20		－		－		72		(7)

		27		44		24		－		－		68		(8)

		26		63		20		－		－		83		(3)

		25		50		29		－		－		79		(4)

		24		53		23		－		－		76		(6)

		23		55		35		－		－		90		(1)

		22		65		20		－		－		85		(2)

		21		50		29		－		－		79		(4)

		【職制等の改廃等により過員等を生じた場合】 ショクセイナドカイハイナドカインナドショウバアイ										（単位：人） タンイニン

		年度 ネンド		降　　任 コウニン		免　　職 メンショク		休　　職 キュウショク		降　　給 コウキュウ		合　　計 ゴウケイ

		30		1		181		－		－		182		(7)

		29		0		138		－		－		138		(8)

		28		0		67		－		－		67		(10)

		27		0		115		－		－		115		(9)

		26		0		203		－		－		203		(6)

		25		0		329		－		－		329		(5)

		24		0		862		－		－		862		(2)

		23		196		457		－		－		653		(3)

		22		0		368		－		－		368		(4)

		21		0		893		－		－		893		(1)

		【刑事事件に関し起訴された場合】 ケイジジケンカンキソバアイ										（単位：人） タンイニン

		年度 ネンド		降　　任 コウニン		免　　職 メンショク		休　　職 キュウショク		降　　給 コウキュウ		合　　計 ゴウケイ

		30		－		－		85		－		85		(4)

		29		－		－		92		－		92		(2)

		28		－		－		83		－		83		(5)

		27		－		－		79		－		79		(8)

		26		－		－		105		－		105		(1)

		25		－		－		76		－		76		(9)

		24		－		－		83		－		83		(5)

		23		－		－		73		－		73		(10)

		22		－		－		86		－		86		(3)

		21		－		－		83		－		83		(5)

		【条例に定める事由による場合】 ジョウレイサダジユウバアイ										（単位：人） タンイニン

		年度 ネンド		降　　任 コウニン		免　　職 メンショク		休　　職 キュウショク		降　　給 コウキュウ		合　　計 ゴウケイ

		30		－		－		78		6		84		(10)

		29		－		－		87		4		91		(9)

		28		－		－		119		6		125		(6)

		27		－		－		115		3		118		(7)

		26		－		－		111		1		112		(8)

		25		－		－		150		1		151		(5)

		24		－		－		153		0		153		(4)

		23		－		－		195		1		196		(3)

		22		－		－		222		1		223		(2)

		21		－		－		248		1		249		(1)

		※合計チェック ゴウケイ										（単位：人） タンイニン

		年度 ネンド		降　　任 コウニン		免　　職 メンショク		休　　職 キュウショク		降　　給 コウキュウ		合　　計 ゴウケイ

		30		105		248		25,256		6		25,615

		29		91		207		24,681		4		24,983

		28		95		125		24,110		6		24,336

		27		102		181		24,048		3		24,334

		26		127		272		24,022		1		24,422

		25		107		417		23,688		1		24,213

		24		110		939		24,136		0		25,185

		23		322		544		24,320		1		25,187

		22		134		440		24,111		1		24,686

		21		165		971		23,841		1		24,978





		分限処分者数、懲戒処分者数及び刑事処分者数の推移（過去１０年） チョウカイショブンシャスウオヨケイジショブンシャスウスイイカコネン

		【分限処分者数】 ブンゲンショブンシャスウ										（単位：人） タンイニン

		年度 ネンド		降　　任 コウニン		免　　職 メンショク		休　　職 キュウショク		降　　給 コウキュウ		合　　計 ゴウケイ		失　　職 シッショク

		30		101		252		25,265		9		25,627

		29		91		207		24,681		4		24,983

		28		95		125		24,110		6		24,336

		27		102		181		24,048		3		24,334

		26		127		272		24,022		1		24,422

		25		107		417		23,688		1		24,213

		24		110		939		24,136		0		25,185

		23		322		544		24,320		1		25,187

		22		134		440		24,111		1		24,686

		21		165		971		23,841		1		24,978

		（注１）　同一年度中に同一の者が複数回にわたって休職処分に付された場合、その者を１人として チュウドウイツネンドチュウドウイツモノフクスウカイキュウショクショブンフバアイモノニン

		　　　　　計上している。 ケイジョウ

		（注２）　２以上の事由により分限処分に付された場合は、主たる事由により計上している。 チュウイジョウジユウブンゲンショブンフバアイシュジユウケイジョウ

		【懲戒処分者数】 チョウカイショブンシャスウ										（単位：人） タンイニン

		年度 ネンド		免　　職 メンショク		停　　職 テイショク		減　　給 ゲンキュウ		戒　　告 カイコク		合　　計 ゴウケイ		訓告等 クンコクトウ

		30		533		848		1,315		1,485		4,181		22,425

		29		476		791		1,232		1,372		3,871		20,114

		28		501		858		1,276		1,583		4,218		22,453

		27		481		805		1,330		1,632		4,248		19,683

		26		465		885		1,392		1,670		4,412		22,970

		25		484		978		1,422		1,847		4,731		24,361

		24		510		947		1,541		1,764		4,762		24,825

		23		547		841		1,426		1,800		4,614		18,972

		22		539		885		1,542		1,952		4,918		20,385

		21		515		761		1,880		2,827		5,983		25,529

		（注）　２以上の事由により懲戒処分に付された場合は、主たる事由により計上している。 チュウイジョウジユウチョウカイショブンフバアイシュジユウケイジョウ

		【刑事処分者数】 ケイジショブンシャスウ										（単位：人） タンイニン

		年度 ネンド		懲　　役 チョウエキ		禁　　錮 キンコ		罰　　金 バッキン		科　　料 カリョウ		合　　計 ゴウケイ

		30		32		12		975		56		1,075																				刑事処分者数 ケイジショブンシャスウ

		29		32		13		1,029		76		1,150

		28		30		13		1,100		96		1,239

		27		26		27		1,247		137		1,437

		26		38		19		1,132		73		1,262

		25		20		19		1,282		73		1,394

		24		26		16		1,288		47		1,377

		23		20		15		1,455		38		1,528

		22		33		19		1,576		56		1,684

		21		24		24		1,618		56		1,722

		※		調査対象団体： チョウサタイショウダンタイ		都道府県、政令指定都市、特別区、市町村及び一部事務組合 トドウフケンセイレイシテイトシトクベツクシチョウソンオヨイチブジムクミアイ

				調査対象職員： チョウサタイショウショクイン		一般職に属するすべての職員 イッパンショクゾクショクイン

				留意事項 リュウイジコウ

				（１）分限処分者数 ブンゲンショブンシャスウ

				ア		条件附採用期間中の職員及び臨時的任用職員のうち、分限処分に準じる措置が行われたものは、便宜上分限処分に付された者として調査しているものであること。 ジョウケンツサイヨウキカンチュウショクインオヨリンジテキニンヨウショクインブンゲンショブンジュンソチオコナベンギジョウブンゲンショブンフモノチョウサ

				イ		前年度中に休職期間が更新された者を新たに休職処分に付された者とみなして調査しているものであること。 ゼンネンドチュウキュウショクキカンコウシンモノアラキュウショクショブンフモノチョウサ

				ウ		失職制度は広義の分限として位置付けられるものであるため、欠格条項に該当する者を分限食分に付された者とみなして調査しているものであること。 シッショクセイドコウギブンゲンイチヅケッカクジョウコウガイトウモノブンゲンショクブンフモノチョウサ

				（２）懲戒処分者数 チョウカイショブンシャスウ

						訓告等とは、訓告、文書注意など実質的な制裁を伴わない矯正措置をいうものであること。 クンコクトウクンコクブンショチュウイジッシツテキセイサイトモナキョウセイソチ

				（３）刑事処分者数 ケイジショブンシャスウ

				ア		判決等が確定した者の計数を調査の対象としているものであること。 ハンケツトウカクテイモノケイスウチョウサタイショウ

				イ		刑事処分が確定する前に懲戒免職処分等により職員としての身分を喪失した者は調査の対象とはしていないものであること。 ケイジショブンカクテイマエチョウカイメンショクショブントウショクインミブンソウシツモノチョウサタイショウ

																		懲戒処分者数 チョウカイショブンシャスウ





		



降　　任

免　　職

降　　給

分限処分者数の推移（休職除く）



		



休　　職

合　　計

休職処分者数の推移



		



免　　職

停　　職

減　　給

戒　　告

合　　計

懲戒処分者数の推移



		



訓告等

懲戒処分者数

訓告等の推移



		



懲　　役

禁　　錮

科　　料

刑事処分者数（罰金を除く）の推移



		



罰　　金

刑事処分者数

罰金の推移





 

 

 

 
 
 

○ 事件件数９３件（対前年度比＋２５件）、 

発生団体数７９団体（対前年度比＋１９団体）、 

当事者数１００人（対前年度比＋２４人）。 

 
○ 汚職事件のうち、横領５１件（対前年度比＋６件）、 

収賄１７件（対前年度比＋５件）。 
 ※ 両者を合わせると、汚職事件全体の７割以上を占める。 

 
○ 部門別では「教育」（２３件、２４．７％）、 

「土木・建築」（１５件、１６．１％）など。 
※ 教育は、学校徴収金・給食費・教材費等、公金等の取扱に関するもの。 

※ 土木・建築では、土木建築工事の執行に関するものや公金等の取扱に関するもの等。 

 
○ 態様別では、「公金等の取扱」（４０件、４３．０％）、 

「土木建築工事の執行」（１３件、１４．０％）など。 
※ 公金等の取扱の「公金等」には、学校徴収金・給食費・教材費等、外郭団体・所管

団体の運営費等、施設の使用料・手数料等がある。 

 
○ 事件の背景としては、監督の不十分（６８件）や業務チェ

ックの不備（８５件）といった点に加え、倫理観等の職員と

しての資質の欠如（１１２件）を指摘するところが多い。 

３．汚職事件の状況 


